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平成22年度予算 雇用均等・児童家庭局  

概   算   要   求   の   概   要  

人口減少社会の到来を踏まえた少子化対策の推進、  

仕事と生活の調和と公正かつ多様な働き方の実現   

我が国においては、少子化や人口減少が進んでおり、経済産業や社会保障の問  

題にとどまらず、国や社会の存立基盤にかかわる問題となっている。   

このため、「子どもと家族を応援する日本」重点戦略（平成19年12月）等  

において示された「仕事と生活の調和の実現」、「子育てを支援する社会的基盤の  

構築」の2つの課題を「車の両輪」として取り組むとともに、「新待機児童ゼロ作  

戦」（集中重点期間平成20～22年度）や、新たな「子ども・子育て応援プラン  

（後期プラン）」の策定とその実現に向けた総合的な少子化対策を推進する。   

また、働き方の見直しによる仕事と生活の調和の実現に向け、育児・介護休業  

制度の拡充や企業の取組に対する支援など、育児・介護期における仕事と家庭の  

両立支援対策を推進する。   

さらに、男女雇用機会均等の更なる推進やパートタイム労働者の均衡待遇確保  

などにより、公正かつ多様な働き方の実現を図る。   

《主事事項》  

人 口戚少 ＃ 会 の二訝廃 ぎ腰吉克た少 子 化ガー宥 の据遭  

◇ 地域lこおける次世代育成支援対策の推進  

1 地域における子育て支援の推進   

2 児童虐待への対応など要保護児童対策等の充実   

3 母子家庭等自立支援対策の推進   

4 母子保健医療の充実   

5 出産等に係る経済的負担の軽減  

◇ 仕事と家庭の両立支援  

仕事と家庭の両立支援  

安．看Lた屠ノ宥・皇一着の鼻虜と安心・新得LT励ぐことのできる窟虜．碧盾  

1女性の職業キャリア継続が可能となる環境づくりの推進  

2 育児休業等を理由とする解雇等不利益取扱いへの対応の強化（再掲）  

3 パートタイム労働者の正社員との均衡待遇の確保と正社員転換の推進  

4 多様な働き方に対する支援の充実   



○概井要求額の状況  

21年鹿   22年鹿   

予算楓   

差   
引  伸び率  

概算羊求卓   増△漉額   

局合計  計．815億円  5．8％  

一般会計  9，105億円  3．8，も  

特別会計  711億円  888億円  

年金特別会椚  

児土手当勘定  

うち児暮書成書集t  560億円  741億円  

労働保険特別会計  151せ円   147億円   ▲8億円  

労災勘定   8億円   8億円  ▲0．2せ円  ▲2．9％   

t用抽走   143せ円   140億円   ▲8億円  ▲2．3％   

※ 端数処理の関係上、数値の合計等が一致しないものがある。  

（参考）平成22年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について  

（平成21年7月1日閣議了解）（抜粋）  

年金・医療等に係る経費等特定の経費に関連して、新たな安定財源が  

確保された場合の取扱いについては、予算編成過程で検討する。  
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人口戚少＃会の三野東をノ診夏虐た少子化ガ．宥■の潜虐  

◇ 地域における次世代育成支援対策の推進  

1地域における子育て支援の推進  

《685，475百万円→719，28年百万円》   

（1）すべての家庭を対象とした地域子育て支援対策の推進  

62，091百万円   
○地域の特性や創意工夫を生かした子育て支援事業の充実  44，000百万円  

（次世代育成支援対策交付金（ソフト交付金））  

様々な子育て支援事業について、新たな「子ども・子育て応援プラン（後期プラン）」  

の策定とその実現に向けた着実な推進を図るとともに、新たに、子育て支援に関する情  

報ネットワークの基盤構築（携帯サイト）、子どもを守る地域ネットワークの機能強化、地  

域事情に応じた保育サービスの実現、子どもの事故防止予防強化を推進し、地域の子  

育て支援の充実を図る。  

【対象となる主な事業】  

・子育て支援ネットワーク事業（新規）  

子育て支援に関する情報提供や相談援助が適切に受けられる環境を整備するため、  

地域住民参加型の情報ネットワーク（携帯サイト）を構築するための取組を支援する。  

・子どもを守る地域ネットワークの機能強化（一部新規）  

「子どもを守る地域ネットワーク（要保護児童対策地域協議会）」の機能強化を図るため、  

コーディネーター等の専門性強化を図るための取組を支援するとともに、新たにネットワ  

ーク関係機関の情報の共有化を図るなどの取組を支援する。  

・地域の特性等を踏まえた保育サービスの充実強化事業（新規）   

保育サービスの充実強化を図るため、地域事情等に応じた課題の考察を行い、効果  

的・効率的な保育サービスの提供につなげるための取組を支援する。  

・子どもの事故防止予防強化事業（新規）  

子どもの事故防止、予防強化を図るため、健診などの場を活用し、保護者に対する  

意識啓発をきめ細かく行うための取組を支援する。   

・ファミリー・サポート・センター事業   

子育て中の労働者や主婦等を会員として、地域における育児の相互援助活動  

を推進するとともに、病児・病後児の預かり、早朝・夜間等の緊急時の預かり、  

ひとり親家庭への利用支援など多様なニーズへの対応を図る。  
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・乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちやん事業）  

生後4か月までの乳児がいる全ての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報   

提供や養育環境等の把握を行う。   

・養育支援訪問事業  

養育支援が必要な家庭に対して、訪問による育児・家事の援助や指導助言等  

を行う。   

・子育て短期支援事業  

親の病気、残業などの場合に児童養護施設等において児童の一時的な養育・   

保護を行う。   

・延長保育促進事業  

民間保育所において、11時間の開所時間を超えて実施する延長保育を推進   

する。   

○子育て支援拠点の充実  11，188百万円   

地域における子育て支援拠点について、身近な場所への設置を促進する。  

（7，100か所→7，700か所）   

○一時預かり事業（地域密着型）の充実  470百万円  

NPO等の多様な運営主体による地域密着型の一時預かり事業について、身近な   

場所への設置を促進する。   

○中・高校生と乳幼児のふれあう機会の推進  123百万円  
すべての市町村において、中・高校生が乳幼児と出会いふれあう機会が確保   

されるよう、児童館等を活用した取組を推進する。  

（2）新待機児童ゼロ作戦の推進など保育サービスの充実  

○保育所受入れ児童数の増  

・民間保育所運営責  

423，834百万円   
371，286百万円   

新待機児童ゼロ作戦の集中重点期間（平成20～22年度）における、15万人分の   

保育所整備等の推進に対応した民間保育所における受入れ児童数の増を図る。  

また、栄養士、看護師の協力を得て、食育の推進や感染症予防等に係る取組を行っ   

た場合に事業費加算を行う等、保育の質の向上を図る。   

○多様な保育サービスの提供  60．818百万円   

家庭的保育事業や一時預かり事業など保育サービスの多様な提供手段の拡充を図る。   

また、延長保育、病児・病後児保育、休日保育など保護者の多様なニーズに応じた  

保育サービスを提供する。   

・】J   
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○安心こども基金  
l   

平成20年度第2次補正予算（1，000億円）及び平成21年度補正予算（1，500億円）により；  

「安心こども基金」を創設し、「新待機児童ゼロ作戦」に基づく保育所の整備や、新たな保育：   

需要に対応するための認定こども固の整備のほか、保育の質の向上のための研修などを実；  

施するとともに、地域の子育て力をはぐくむ取組等すべての子ども・家庭への支援、ひとり親：   

家庭等への支援の拡充、社会的養護の拡充により、子どもを安心して育てることが出来るよ：  

うな体制整備を行う。  
l  

（3）総合的な放課後児童対策（「放課後子どもプラン」）の着実な推進  

28，103百万円  

放課後児童クラブと文部科学省が実施する「放課後子ども教室推進事業」を一体的ある   

いは連携して実施する「放課後子どもプラン」の着実な推進を図る。  

また、放課後児童クラブについては、「新待機児童ゼロ作戦」を踏まえ、引き続き、ソフト   

面及びハード面での支援措置を図る。（24，153か所→27，793か所）  

（4）児童手当国庫負担金  249，256百万円  

2 児童虐待への対応など要保護児童対策等の充実  

《92，624百万円→96，235百万円》  

（1）虐待を受けた子ども等への支援の強化  90，420百万円  

○地域における体制整備   

乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちやん事業）及び養育支援訪問事業の普及・  

推進を図るとともに、「子どもを守る地域ネットワーク」（要保護児童対策地域協議会）にお  

いて新たに情報の共有化を図るなどの機能強化を図る。（次世代育成支援対策交付金  

44，000百万円の内数）   

○児童相談所の機能強化  

児童相談所における家族再統合のための支援や一時保護所の整備を促進するなど   

児童相談所の機能強化を図る。   

○社会的養護体制の拡充  84，957百万円  

虐待を受けた児童など要保護児童等が入所する児童養護施設等においては、児童   

の状況に応じた適切なケアが必要であることから、施設におけるケア単位の小規模化を   

推進するほか、自立及び就業支援の一助となる免許等（普通自動車運転免許等）を取   

得するための経費を創設する。  
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（2）配偶者からの暴力（ドメスティック・バイオレンス）への対策等の推進  

5，816百万円  

配偶者からの暴力への対策を推進するとともに、人身取引被害者の支援体制を強化  

するため婦人保護施設の機能の充実を図る。  

3母子家庭等自立支援対策の推進  

《169，335百万円→172，210百万円》   

（1）母子家庭等の総合的な自立支援の推進  3，738百万円  

○自立のための就業支援等の推進  3，651百万円  

母子家庭の母の就業支援等を推進するため、看護師等経済的自立に効果的な資格  

を取得するために養成機関において修業する間の生活費の支給などを行う高等技能  

訓練促進費等事業や個々の母子家庭の状況・ニーズに応じた自立支援プログラムを策  

定する母子自立支援プログラム策定事業などの推進を図る。また、父子家庭等に対す  

る相談支援体制の充実強化を図る。  

○養育費確保策の推進  68百万円  
養育費相談支援センターにおいて、養育費の取決め等に関する困難事例への対応  

や、養育費相談にあたる人材養成のための研修等を行うことにより、母子家庭等の自立  

の支援を図る。  

（2）自立を促進するための経済的支援  168，472百万円   

母子家庭等の自立を促進するため、児童扶養手当の支給を行うとともに、母子寡婦  

福祉貸付金において、母子家庭の母が高等学校等に通学する際に必要となる費用に  

対する貸付け（自宅通学の場合月額4万5千円）を行う等の充実を図る。  

4 母子保健  療の充  

《19，301百万円→23，187百万円》  

（1）不妊治療等への支援   8，168百万円   

不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、医療保険が適用されず、高額の医療費  

がかかる配偶者間の不妊治療に要する費用の一部を助成する（1回あたり15万円を年2  

回まで）などの支援を行う。  

（母子保健医療対策等総合支援事業（統合補助金）8，168百万円の内数）   



（2）小児の慢性疾患等への支援  14，732百万円   

小児期における′J、児がんなどの特定な疾患の治療の確立と普及を図るため、小児慢性  

特定疾患治療研究事業を行う。また、未熟児の養育医療費の給付等を実施する。  

（3）周産期医療体制の充実・強化  医政局に一括計上  

5 出産等に係る経済的負担の軽減   

◇ 仕事と家庭の両立支援  

仕事と家庭の両立支援  

《9，969百万円→9，973百万円》  
5，014百万円   （1）改正育児・介護休業法の円滑な施行  

改正育児・介護休業法の円滑な施行のため、改正内容の周知徹底を図るとともに、短  

時間勤務制度を定着促進するための支援を行うことにより、継続就業しながら育児・介護  

ができる環境を整備する。  

（2）男性の育児休業の取得促進  34百万円   

父親も子育てができる働き方の実現に向けて、父母がともに育児休業を取得する場合、  

育児休業取得可能期間を延長（1歳2ケ月）する制度（パパ・ママ育休プラス）等の導入を  

内容とする育児・介護休業法の改正の周知徹底等により、男性の育児休業取得を促進す  

る。  

（3）育児休業等を理由とする解雇等不利益取扱いへの対応の強化  

458百万円  

労使からの相談対応、企業への適正な制度運用に関する指導等を行う体制を整備す   

ることにより、育児休業等を理由とする解雇、退職勧奨等の不利益取扱いへの対応を強化   

する。  
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（4）事業所内保育施設に対する支援の推進  3．902百万円   

事業所内保育施設設置・運営等助成金について、中小企業に対する設置費助成率を  

引き上げる措置を継続して実施する。  

（5）中小企業における次世代育成支援対策の推進  565百万円   

「中小企業一般事業主行動計画策定推進2か年集中プラン」の実施により、中小企業  

における次世代育成支援対策を推進する。  

安定Lた願■．生」皆の敗安心・新得Lて働ぐことのできる屠虜者瘡  

十 女性の職業キャリア継続が可能となる環境づくりの推進  

《■853百万円→860百万円》  

（1）職場における男女雇用機会均等の推進  504百万円   

男女雇用機会均等法の履行確保のため、厳正的確な指導を行うとともに、迅速な  

紛争解決の援助を実施する。  

（2）ポジティブ・アクションの取組の推進  336百万円   

男女雇用機会均等法の履行確保とともに、男女労働者の格差の解消をめざした企  

業の積極的かつ自主的な取組（ポジティブ・アクション）を進めるため、その周知  

と取組のノウハウを提供する。  

（3）女性に対する起業支援  20百万円   

起業に向け取り組む女性に対する「e一ラーニングサービス」の提供や、起業に  

必要な人的ネットワークの構築支援、相談業務を実施する。  

■   



2 育児休業等を理由とする解雇等不利益取扱いへの対応の強化（再掲）  

3 パートタイム労働者の正社員との均衡待遇の確保と正社員転換の推進  

《1，622百万円→1，522百万円》   

パートタイム労働者の正社員との均衡待遇の確保、正社員転換の実現を図るため、  

パートタイム労働法に基づく的確な指導等を実施するとともに、専門家（均衡待遇・正社  

員化推進プランナー（141名）による相談・援助や助成金（40万円～60万円（大企業30  

万円～50万円）の支給等により、事業主の取組を支援する。  

4 多様な働き方に対する支援の充実  

《212百万円→274万円》  

（1）短時間正社員制度の導入・定着の促進   211百万円   

短時間でも正社員としての安定した働き方である短時間正社員制度の導入・定着を  

促進するため、導入企業の具体的事例等に基づくノウハウの提供等を行うとともに、特に  

制度の定着を支援するため、本制度を運用する事業主に対する助成措置の拡充（制度利  

用者2人目～10人目まで：15万円→20万円（大企業10万円→15万円））を図る。  

（2）良好な在宅就業環境の確保  63百万円   

専門家及び相談員による在宅就業に関する相談対応や、セミナーの開催を通じた在宅  

就業者のスキルアップ支援を行うとともに、在宅就業を仲介する機関による安定的な仕事  

の確保の支援等により、適正な在宅就業環境の整備を図る。  
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少子化対策 の 稔合 的 推進  

【少子化社会対策関連予儀（厚生労働省分）】 

22年度概算要求額1兆5，676億円（21年虔予算額1兆3，922億円）  
【旛凛の方向性】   

我が国においては、少子化や人口減少が進んでおり、経済産業や社会保障の問題にとどまらず、  
国や社会の存立基盤にかかわる問題となっている。   

このため、「子どもと家族を応援する日本」重点戦略（平成19年12月）等において示された  
「仕事と生活の調和の実現」、「子育てを支援する社会的基盤の構築」の2つの課題を「車の両輪」  

として取り組むとともに、・「新待機児童ゼロ作戦」（集中重点期間平成20～22年度）や、新たな  
「子ども・子育て応援プラン（後期プラン）」の策定とその実現に向けた総合的な少子化対策を推進  

する。  

7．朗仁お〝名・芦書こ露甜の磨遷              7．7タβ卵  

0デべ丁の家庭を対象とLた彪邸子育て牌宥の鹿遭  627磨ノ甲   
・地域の特性や創意工夫を生かした子育て支援事業の推進、子育て支援に関する情報ネット  
ワークの基盤構築、子どもを守る地域ネットワークの機能強化、地域事情等に応じた保育  
サービスの実現、子どもの事敏防止の予防強化、地域の子育て支援拠点の拡充、地域に密着  
した一時預かりの推進  

0新得虎児量ゼ●ロ臓の鹿者をど房吉サービスの克穿  4，2ββ磨ノ甲   

・待機児童解消に向けた保育所の受入れ児童数の拡大、家庭的保育事業の拡充などの多様な  

保育サービスの提供   

0藤倉劇㌫炭房炭児童j秋芳「個輝彦子どるプランノノの暴君を鹿ぎ   
・「放課後子どもプラン」の着実な推進   

・放課後児童クラブに対するソフト面及びハード面での支援  

（ユ児童手書国庫倉超金  

2．眉■膚摩へ鵬など馳  

2β7盾甲  

2，49β鮒   

タβ且慮仔  

0虐待を眉〝た子どる筈への．支腰の虜化   
・子ども’を守る地域ネットワークや児童相談所の機能強化、社会的養護体制の拡充  

904盾ン甲  

β．」野手抑の＃   
○母子家庭等の忍倉劇を卓立貢好の農産   

・自立のための就業支援や養育費確保策等の推進   

0卓丘を庇遭するた‘めの磨済‘枚支好  

4．」野・芦屠伽   

0不妊忠療筈への．支窟   

・不妊治療に要する費用の一部助成等の支援   

○小．好の摩鱈疾窟筈への．支窟   

丁．722鳳甲  

β7盾仔  

7，ββ5卵   

2β2脚  
β2盾ノ甲  

747鮒   
・小児期における小児がんなどの特定な疾患の治療の確立と普及等  

百．上乱参事に虜名舶塵淵  丁β5  

・安心して出産できるようにするため、出産育児一時金を4万円引き上げる捨置を継続し、  

妊産婦の経済的負担を軽減する。  

丁∂β  

・改正育児1介護休業法の円滑な施行や育児休業等を理由とする解雇等不利益取扱いへの  
対応の強化  

励■  

24慮仔  
女性の職業キャリア継続が可能となる環境づくりの推進やパートタイム労働者の正社員との  

均衡待遇の確保と正社員転換の推進   



平成22年度保育対策関係予井概井要求の概要  

厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課  

躇曹．2ほ字書鮎  ＿  

（平成22年度概  
437，684   

新待機児童ゼロ作戦に基づく待機児童解消に向けた保育所受入れ児童数の拡大、家庭  
的保育事業や一時預かり事業など、多様な保育ニーズに応じた保育サービスの推進を図  
る。  

1待機児i解消に向けた保育所の受入れ児童数の拡大  

（1）民間保育所運営費  362．576百万円  

新待機児童ゼロ作戟の集中重点期間（平成20～22年度）における、15万人分の保  
育所整備等の推進に対応した民間保育所に係る運営費の拡充。  
年度途中入所児童について、当該年度4月初日時点の年齢による単価を適用し、  
クラス編成の実態との整合性を図る  
栄養士の協力を得て、低年齢児の栄養管理や食事支援を行う場合の食育推進加算  
の創設  

看護師の協力を得て、児童の保護者に対する感染症予防等の児童の健康面での相  
談や保育士等の職員に対して講習会を行う場合の健康管理加算の創設  

（2）待機児童解消促進等事業費  

・家庭的保育事業  

・認可化移行促進事業  
・保育所分園推進事業 等   

（3）保育環境改善等事兼  

保育サービスの推進のため、施設の軽微な改修等を推進する。  

3，681百万円  

253百万円  

2 多様な保育サービスの提供等  

（1）次世代育成支援対策交付金（ソフト交付金）  44．000百万円  

延長保育促進事業   

通勤時間の遠距離化など保護者のニーズに応じて開所時間を超えて実施する   
延長保育を推進する。  

家庭支援推進保育事業  
へき地保育所貴  
地域の特性等を踏まえた保育サービスの充実強化事業【新規】   

保育サービスの充実強化を図るため、市町村において現状把握や地域の実情   
等に応じた課題の考察を行い、効果的・効率的な保育サービスの提供につなげ   
るための取組を支援する。  
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（2）家庭的保書手兼（再掲）  3．520百万円  

新待機児童ゼロ作戦に基づき多様な保育ニーズに応えるため、平成22年4月に施行す   
る改正児童福祉法に位置づけられた家庭的保育事業を推進する。  

利用児童数 5，000人→10，000人   

（3）一時預かり等事兼  4，280百万円  

保護者の疾病や災害等により、家庭での保育が一時的に困難となる場合や育児疲れ   
による保護者の心理的・身体的負担を軽減するための支援である一時預かり及び保護   
者の就労形態の多様化などに伴う柔軟な保育を行う特定保育を推進する。  

・一時預かり事業（保育所型） 7，610か所→9，258か所  
・一時預かり事業（地域密着型）126か所→ 258か所  
・特定保育事業  1，890か所→1，890か所  

（4）休日・夜間保育事業  843百万円  

保護者の勤務形態が多様化している中で休日や夜間においても保育を実施するため、   
認可保育所のほか、一定の設備基準や職員配置基準を満たす施設を補助対象とし、休   
日・夜間保育事業を推進する。  

1，310か所→1，413か所   

（5）病児・病後児保育事業  3，653百万円  

地域の児童を対象に当該児童が発熱等の急な病気となった場合、病院・保育所等に   
付設された専用スペースにおいて看護師等が一時的に保育する事業、及び保育中に体   
調不良となった児童を保育所の医務室等において看護師等が緊急的な対応を行う病児   
・病後児保育事業を推進する。  

1，500か所一→1，936か所   

（6）地域子育て支援拠点事業  11，188百万円  

地域における子育て支援拠点について、身近な場所への設置を促進するとともに、   
その機能の拡充を図る。また、「ひろば型」又は「センター型」へ移行していない   
「センター型のうち小規模型指定施設」については、引き続き移行を目指しつつ、一   

定の条件を検討のうえ平成22年度においても事業実施の経過措置を延長することと   
する。  

7，100か所一→7，700か所  

（7）その他の保育サービスの充実  

事業所内保育施設の研修等による職員の資質向上などを図る。  

7，209育万円  

（参考）   

平成20年度第2次補正予算（1，000億円）及び平成21年度補正予算（1，500億円）に  
おいて、各都道府県に設置された「安心こども基金」（総額2．500億円）により、「新待  

機児童ゼロ作戟」に基づく保育所の整備や新たな保育需要に対応するための認定こど  

も園の整備のほか、保育の賞の向上のための研修などを実施するとともに、地域の子  
育て力をはぐぐむ取組等すべての子ども・家庭への支援等を実施することにより、子  
どもを安心して育てることができるよう体制整備を図っているところである。  

12   



平成22年度児童健全育成対策関係概算要求の概要  

厚生労働省雇用均等・児童家庭局育成環境課  

（平成21年度予算窺）  （平成22年度概算要求嶺）  

291，756百万円 → 294，930百万円  

1．総合的な放課後児童対策（「放課後子どもプラン」）の着実な推進  

28，103百万円   

放課後児童クラブと文部科学省が実施する「放課後子ども教室推進事  

業」を一体的あるいは連携して実施する「放課後子どもプラン」の着実  

な推進を図る。   

また、放課後児童クラブについては「新待機児童ゼロ作戦」を踏まえ、  

引き続き、ソフト面及びハード面での支援措置を図る。  

（1）放課後児童クラブ運営貴（ソフト事業）  

○ 放課後児童健全育成事業費   

・か所数 24，153か所 → 27，793か所  

23，316百万円  

（2）放課後児童クラブ整備費等（ハード事業）   4，618百万円  

○ 創設費補助の充実【児童厚生施設等整備費】   

・学校の敷地内等に放課後児童クラブ室を新たに設置する際の創設か所数の  

増を図る。  

か所数  394か所 → 428か所  

○ 改修費及び設備費補助の充実【放課後子ども環境整備等事業】   

・大規模クラブの解消を図るための改修、既存施設（学校の余裕教室等）を  

改修して放課後児童クラブ室を設置する際の改修を促進する。   

・設備費について、既存の放課後児童クラブの設備の更新、追加的な備品購  

入も補助対象とする。   

（参 考）   

・平成20年度第2次補正予算に計上された「安心こども基金（1，000億円）」  

に、小学校等の空き教室等を活用した放課後児童クラブの設置促進経費を計上   

・平成21年度補正予算に計上された「安心こども基金（1，500億円）」に、放  

課後児童クラブと放課後子ども教室との連携を促進するための支援、放課後児  

童クラブに対する賃借料や開設準備経費の支援及び放課後児童指導員の資質向  

上を図るための支援等に要する経費を計上（地域子育て創生事業）  
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（3）放課後子ども教室推進事業（文部科学省）との連携促進   169百万円  

両事業の効率的な運営方法を協議する委員会や、指導者（員）研修を実施する。  

2．放課後等の子どもの遊び場づくりの推進  

○ 児童館、児童センターの整備  910百万円   

児童の健全な遊び場の確保、健康増進、情操を高めることを目的とした児童館、  

児童センターの整備を促進する。  

3．地域における子どもの健全育成や子育て家庭への支援の充実  

（1）地域における子育て支援拠点の拡充  11，188百万円   

・地域において子育て親子の交流や子育てに関する相談の実施等を行う地域子   

育て支援拠点（ひろば型、壱ンター型、児童館型）について、身近な場所への  

設置を促進する。  

7，100か所 → 7，700か所  

（2）民間児童厚生施設等の活動の推進  1，247百万円  

① 児童館、児童センター等の活動の推進  

・民間児童館等が行う文化、創作、体力増進等の活動を推進する。  

② 児童福祉施設併設型民間児童館事業の推進  

・民間の児童福祉施設に児童館を併設し、児童福祉施設の専門的な養育機能を   

活用した事業を実施する。  

（3）地域における児童健全育成の体制づくりの推進（新規事業）  50百万円   

・児童館が中心となり、地域の様々な指導者及び関係機関との連携・協力体制  

を築き、子どもを健やかに育む体制づくりを支援する。   

（4）母親クラブ、子育てサークル等の育成支援  180百万円  

・子どもを事故や犯罪から守るための活動をはじめ、親子・高齢者との交流活動、   

子どもとともに食の大切さを学ぶ文化活動などを積極的に地域で実施する自主   

的グループへの支援を行う。  
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（5）中・高校生と乳幼児のふれあう機会の推進  123百万円  

・すべての市町村において、中・高校生が乳幼児と出会い・ふれあう機会が確保   

されるよう、児童館等を活用した取組を推進する。  

また、中・高校生の交流の場づくり、絵本の読み聞かせ、親と子の食事セミナ   

ー等を実施する。  

（6）子どもの健全育成、次世代育成支援等に資する特色のある取組への支援  
900百万由  

・各都道府県、市町村における子どもの健全育成や次世代育成支援等に資する先   

駆的な事業や全国的に新たな事業展開が期待できる取組等について、単年度を原   

則として支援【定額10／10相当補助】する。  

4．児童手当国庫負担金  249，256百万円  

○ 児童手当の内容（現行どおり）  

・支給対象：小学校修了までの児童（12歳に到達後の最初の年度末まで）  

・支給月額：0歳から3歳未満  一律10，000円  

3歳～小学校修了まで 第1子、第2子 5，000円  
第3子以降 10，000円  
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